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地方公共団体の契約（公契約）は、税金を原資として住民福祉の増進を目的に実施され

るものであり、経済性や受注機会の均等を確保するため、発注者としては、公平性や公

正性、競争性や透明性等の確保が求められるところです。その上で、現在、ダンピング

受注の頻発等を背景とした業務の質の低下や公契約に従事する労働者の労働環境悪化、

特に建設業における若年入職者減少による人手不足等の課題が指摘されており、併せて

発注者が取り組むべき課題となっています。 

このため、国では、平成２１年５月に公共サービス基本法を制定し、公共サービスに

従事する労働者の労働環境整備を国及び地方公共団体の責務として位置付けたほか、平

成２６年６月４日に一部改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」におい

て、公共工事従事者の労働環境改善を基本理念の一つとしました。 
これらの趣旨を踏まえ、適正な労働条件の確保に努めることを明確にするとともに、

公契約の適正な履行と質の向上を図り、最終的には地域経済の健全な発展と市民福祉の

増進に寄与することを目的として、越谷市公契約条例を制定しました。 
 

⑴ 公契約 

市が発注する工事、製造その他の請負の契約、及び越谷市公の施設に係る指定管理者の

指定の手続等に関する条例の規定により締結する協定。 
⑵ 受注者 

市と公契約を締結する全ての者。株式会社等の民間企業だけではなく、社会福祉法人、

財団法人、社団法人や特定非営利活動法人等も対象となる。 
⑶ 受注関係者 

受注者以外で公契約にかかわる全ての者（公契約に係る業務に従事する労働者を派遣

する者も含む。） 
⑷ 労働者等 

受注者又は受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事する労働者（同居の親

族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）及び受注者又

は受注関係者との請負の契約により公契約に係る業務に従事する者。 
 

１ 条例の背景・目的 

２ 用語の定義 



⑸ 社会的価値 

公契約に係る施策の実施に当たり、市民福祉の増進のため、本市が取り組むべき事項と

して、本条例及び施行規則では、「公正労働基準」「環境保全」「障害者雇用」「安全・安心

な市民生活の確保」を規定。 
 

 
第１条 目的 

公平かつ公正な公契約及びそれに従事する労働者の適正な労働条件の確保に努めること

を明確にし、公契約の適正な履行と質の向上を図り、地域経済の健全な発展と市民福祉の増

進に寄与することを目的とします。 
 
第２条 定義 

用語の意義を定義 
 
第３条 基本方針 

①公契約における法令遵守、透明性確保、競争性確保 
②公契約の品質、価格、履行の適正を確保 
③適正な労働条件の確保、本市における雇用の促進 
④市内中小企業の受注機会の増大、地域貢献に取組む事業者の評価、公契約の担い手の確

保 
⑤談合、不正行為の排除 

 
第４条 市の責務 

①基本方針にのっとった公契約に係る施策の実施 
②適正な積算根拠に基づく予定価格の算出 

 
第５条 受注者の責務 

①関係法令等の遵守、公契約の誠実かつ適正な遂行 
②労働者の適正な労働条件や環境の確保 
③市内事業者の活用や市民の雇用機会の確保 
④労働者の継続雇用 
⑤市の施策への協力 
 

３ 条例の概要 



第６条 労働報酬下限額 

①契約の種類ごとに労働者に支払われる１時間当たりの賃金の下限の額を設定 
②設定に当たっては、労働報酬等審議会の意見を聴取 

第７条 契約において定める事項 

①労働報酬下限額以上の賃金を支払わなければならないこと。 
②義務とされた事項の履行状況等を市長に報告すること。 
③労働報酬下限額などを、労働者に適切に周知すること。 
④労働者は、賃金額が下限額を下回る場合、市長又は受注者に申出をすることができるこ

と。 
⑤社会保険に加入していなければならないこと。 
⑥適正な下請負契約の締結に努めなければならないこと。 

 
第８条～第１０条 立入調査等・是正要求及び是正報告・公表 

①労働者から賃金に関する申し出等があった場合、市は、必要に応じて報告、資料の要求

や書類の閲覧、立ち入り調査等を実施 
②調査の結果、条例違反が判明した場合は、是正措置を要求 
③是正措置を講じなかった場合等は、その違反事実を公表 

 
第１１条 労働報酬等審議会 

労働報酬下限額を調査審議するための審議会を設置する。 
①審議会は、委員６人以内で組織する。 
②委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

   ・学識経験者   ・事業者   ・労働者 
 

 

基本方針、市と受注者の責務に関する規定は、市が発注する建設工事、製造請負、業務委

託に係る全ての契約及び指定管理協定に適用されます。 

労働報酬下限額については、一部の公契約に限り適用されます（以下「対象契約」という）。 
対象契約となる案件は、公契約のうち、以下に示すとおり一定金額以上の建設工事契約、

業務委託契約、指定管理協定を対象といたします。 
 
 
 

４ 適用範囲 



労働報酬下限額の対象契約 

① 建設工事については、予定価格５,０００万円以上の案件 
② 業務委託については、予定価格１,０００万円以上の案件のうち、人件費が主要な部分

を占める業務 

建物清掃業務 施設運転管理業務 食堂業務 

放置自転車保管場所管理業務 相談支援業務 医療事務 

設備保守管理業務 公園・街路樹等の維持管理業務 越谷市立病院院内保育室運営業務 

越谷市立病院病棟保育業務 越谷市立病院警備業務 越谷市立病院電話交換業務 

 
③ 指定管理協定については、指定管理者の募集又は選定に係る委託料の上限が１,０００

万円以上の協定 
④ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第

１１７号）第２条第４項に規定する選定事業に係る契約については、①、②に相当する

契約部分 
※契約方法（一般競争入札、指名競争入札、随意契約、単価契約等）にかかわらず、上記

条件に該当する契約は対象となります。 
※適用となる案件については、その旨を入札の公告、指名通知書、見積依頼書又は指定管

理者の指定の申請に係る告知等に記載します。事業者は、条例が適用される案件である

ことを承知した上で、参加することになります。 
※対象契約を締結した事業者は、条例の適用を受ける公契約に係る業務の一部を下請、再

委託等により下請負者に請け負わせる場合には、条例が適用される契約であり、下請負

者にも規定が適用される旨を周知する必要があります。 
 

  

対象契約に従事する労働者であれば、下請負や再委託労働者、一人親方に対しても労働報酬

下限額が適用されますが、以下の労働者は適用外となります。 

（１）最低賃金の減額の特例が認められる労働者（施行規則第３条第１号） 
①  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 
②  試の使用期間中の者 
③  職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの 
④  イ 軽易な業務に従事する者 

５ 適用労働者の範囲 



     ロ 断続的労働に従事する者 
（２）建設工事の現場代理人、監理技術者等（施行規則第３条第２号） 
（３）対象案件への従事時間が一月当たり３０分未満の者（施行規則第３条第３号） 
（４）同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、家事使用人（条例第２条

第４号） 
 

 
労働報酬下限額とは、公契約（国や地方公共団体が、民間企業等と締結する契約）に従事

する労働者の適正な労働条件を確保するため、労働者に一定の賃金額を保証するもので、対

象契約に従事する労働者に対して支払われるべき１時間当たりの労働の対価の下限額を発

注者が設定し、この下限額以上の賃金の支払いを受注者に義務付けるものです。 
 労働報酬下限額は、条例第６条の規定に基づき、建設工事については設計労務単価、業務

委託については最低賃金額や生活保護基準等を勘案し、学識経験者、事業者及び労働者から

構成される越谷市労働報酬等審議会の意見を聴いた上で、市長が毎年定めることとしてお

ります。 
 

対象契約の契約期間が複数年度にまたがるものは、締結の翌年度以降に労働報酬下限額

が改定された場合、年度毎に定める最新の下限額が適用されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 労働報酬下限額 

契約期間
８月１日から翌年７月３１日まで

翌年度
4月1日 4月1日

　複数年度の契約の場合、翌年度以降の下限額は、年度毎に定める最新の下限額が
適用されます。

労働報酬下限額 １，０００円 １，１００円

下限額 １，０００円 下限額 １，１００円

適用される下限額

１，０００円

適用される下限額

１，１００円



  

公契約における労働の対価とは、受注者、受注関係者から労働者に支払われる賃金や請負契

約における請負代金のことで、公契約の種類及び労働者等に応じて労働の対価に算定する

手当等は次のとおりです。 

 
対象建設工事に従事する労働者 

適用対象の賃金等 

賃金及び手当等 例 

基本給相当額 基本給（定額給）、出来高給 

基準内手当 
家族手当（扶養手当）、通勤手当、都市手当（地域手当）、住宅手当 等 

現場手当、技能手当、有給休暇手当（日給制の場合）、精勤手当 等 

臨時の給与 
賞与（ボーナス等<期末手当・勤勉手当>）、その他の臨時の賃金等 

退職金 

実物給与 通勤用定期の支給、食事の支給 等 

 

適用対象外の賃金等 

手当等 例 

特殊な労働に対する

手当 

各職種の労働者について、発注者が工事費積算の歩掛等において見込

んでいる通常の作業条件又は作業内容を超えた特殊な労働に対して支

払った手当 

割増賃金の代替として

の手当 
時間外、休日又は深夜の割増賃金の代替として支払った手当 

休業手当 
仕事がないために労働者を休業させた場合に支払った手当（ただし、悪天

候等の不可抗力による休業に対する手当は基準内手当となります。） 

本来は経費に当たる

手当 

労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本

来は賃金ではなく経費の負担に該当する手当 

 

各賃金及び手当等の区分や考え方は、公共事業労務費調査連絡協議会の「公共事業労務

費調査の手引き」の基準内手当・基準外手当の区分に準じています。  

 

対象建設工事に従事する一人親方 

一人親方については、対象契約の工事に従事するために締結した請負契約における請

負代金（消費税及び地方消費税に相当する額を除く。）を労働の対価とします。 

７ 労働の対価の定義と算出方法 



対象委託契約に従事する労働者等 

適用対象の賃金等 

基本給及び諸手当 例 

基本給相当額 基本給（定額給） 

諸手当 
毎月決まって支払われる基本的な賃金で、最低賃金制度の所定内給

与に区分される手当 

 

適用対象外の賃金等 

手当等 内容 

臨時に支払われる賃金 結婚手当、一月を超える期間ごとに支払われる賞与等の賃金 

時間外割増賃金 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 

休日割増賃金 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 

深夜割増賃金 
午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のう

ち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 

精皆勤手当、通勤手

当、家族手当 
最低賃金の対象外となる賃金 

 

労働の対価は、税金や社会保険料等を控除する前のものですので、実際に手元に支払わ

れる、いわゆる手取りの賃金とは異なります。 

上記における手当等の名称は、法令で用いられる名称、一般的に用いられている名称で

あり、手当等の算出については、名称のみではなく支給基準や支給実態によって判断して

ください。（※家族手当、通勤手当、住宅手当については、定額で支払われる場合は、算

出対象に含めてください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○賃金単価の算出方法 
工事の場合の算出例 
公共工事設計労務単価に含まれる賃金及び手当等の合計額を１時間当たりの賃金に換算

してください。

 

事例 

 
 

 

 

１日当たりの所定労働時間が８時間の場合

賃金単価 ＝ （ 基本給相当額 ＋ 基準内手当 ＋ 臨時の給与 ＋ 実物給与 ） ÷ 8

所定労働時間内８時間当たり 所定労働日数１日当たり

職種 労働報酬下限額

普通作業員 2,858円（1時間当たり）

賃金例 支給額 支給 備考

基本給 390,000

時間外割増賃金 20,000

休日割増賃金 10,000

家族手当 20,000

住宅手当 10,000

現場手当 20,000 対象契約に従事した際の手当は10,000円

技能手当 15,000

通勤手当 30,000 年間2回　6か月分を支給

賞与 120,000 年間2回　6か月毎に支給

1か月分

6か月分

労働報酬下限額の対象契約となっている○○工事の受注者であるＺＺ建設株式会社で普通作

業員の職種で働いているＡさんは、今月、対象契約となっている○○工事に１５日間（１２０

時間）従事し、対象契約でない××工事に５日間（４０時間）従事した。また、○○工事にお

いて１０時間ほど残業をしている。この場合に労働の対価は１時間当たりいくらになるのか？ 



 
 

 
 

 

 
   

労働時間例 従事労働時間
日単位で

従事した場合
時間単位で
従事した場合

対象契約分 120時間 8時間×15日間

その他工事 40時間 8時間×5日間

時間外・休日 10時間 対象外

対象契約に従事した時間の合計
※１日の従事時間に１時間未満の端
数が生じたときは、その端数が３０分
以上のときは1時間とし、３０分未満の
ときは切り捨てます。

労働の対価
1か月分の
支給額

対象契約
1か月分の
労働の対価

計算式（日割） 計算式（時間割）

基本給 390,000 292,500 390,000÷20日間×15日間 390,000÷160時間×120時間

時間外割増賃金 20,000 0

休日割増賃金 10,000 0

家族手当 20,000 15,000 20,000÷20日間×15日間 20,000÷160時間×120時間

住宅手当 10,000 7,500 10,000÷20日間×15日間 10,000÷160時間×120時間

現場手当 10,000 10,000

技能手当 15,000 11,250 15,000÷20日間×15日間 15,000÷160時間×120時間

通勤手当 5,000 3,750 5,000÷20日間×15日間 5,000÷160時間×120時間

賞与 20,000 15,000 20,000÷20日間×15日間 20,000÷160時間×120時間

合計 500,000 355,000

対象外

対象契約に従事した際の手当のため全額が対象

対象契約
1か月分の
労働の対価

1時間当たりの
労働の対価

計算式（日割） 計算式（時間割）

355,000 2,958 355,000÷15日間÷8時間 355,000÷120時間

労働の対価 労働報酬下限額

2,958円 ≧ 2,914円

労働の対価が下限額以上であれば問題ありません。



委託の場合の算出例 
最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める手当等の区分による所定内給与のうち、基本

給相当額と諸手当の合計額を１時間当たりの賃金に換算してください。

 
事例 

 

 
 

 
 

 

賃金単価 ＝ 基本給 ＋ 諸手当 を１時間当たりの賃金に換算した額

労働報酬下限額

1,244円（1時間当たり）

賃金例 支給額 支給 備考

基本給 180,000

時間外割増賃金 20,000

休日割増賃金 10,000

家族手当 20,000

住宅手当 10,000

職務手当 15,000

通勤手当 30,000 年間2回　6か月分を支給

賞与 120,000 年間2回　6か月毎に支給

1か月分

6か月分

労働時間例 従事労働時間
日単位で

従事した場合
時間単位で
従事した場合

対象契約分 120時間 8時間×15日間

その他業務 40時間 8時間×5日間

時間外・休日 10時間 対象外

対象契約に従事した時間の合計
※１日の従事時間に１時間未満の端数が
生じたときは、その端数が３０分以上のとき
は1時間とし、３０分未満のときは切り捨て
ます。

労働報酬下限額の対象契約となっている○○清掃業務委託の受注者であるＺＺ清掃株式会

社で働いているＡさんは、今月、対象契約となっているＡ清掃業務に１５日間（１２０時

間）従事し、対象契約でない××業務に５日間（４０時間）従事した。また、○○清掃業務

において１０時間ほど残業をしている。この場合に労働の対価は１時間当たりいくらになる



 

 

 
 

   

労働の対価
1か月分の
支給額

対象契約
1か月分の
労働の対価

計算式（日割） 計算式（時間割）

基本給 180,000 135,000 180,000÷20日間×15日間 180,000÷160時間×120時間

時間外割増賃金 20,000 0

休日割増賃金 10,000 0

家族手当 20,000 0

住宅手当 10,000 7,500 10,000÷20日間×15日間 10,000÷160時間×120時間

職務手当 15,000 11,250 15,000÷20日間×15日間 15,000÷160時間×120時間

通勤手当 5,000 0

賞与 20,000 0

合計 280,000 153,750

対象外

対象外

対象契約
1か月分の
労働の対価

1時間当たりの
労働の対価

計算式（日割） 計算式（時間割）

153,750 1,281 153,750÷15日間÷8時間 153,750÷120時間

労働の対価 労働報酬下限額

1,281 ≧ 1,244

労働の対価が下限額以上であれば問題ありません。



  

対象契約の受注者には、履行状況等報告書の作成、提出が義務付けられております。履行

状況等報告書は、労働者の労働環境の状況を把握するものであり、対象契約に係る賃金等

を最初に支払った後及び最後に支払った後に提出が必要なほか、報告内容に変更（労働条

件や職種の追加等）が生じた場合に提出が必要となります。提出された報告書の記載内容

によって、履行状況等の確認が必要となった場合は、受注者に対し、報告や資料の要求、

立入調査等を実施します。 
なお、履行状況等報告書の内容は、受注者に雇用される労働者だけでなく、下請負者に雇

用される労働者を含めた状況について報告していただきます。 

 

（１）単年度 

提出回 提出時期 提出内容 
初回 対象契約に係る賃金等を最初に支払った月の翌月

１０日まで（１０日が休日の場合はその翌日まで） 
左記賃金を支払った内容 

最終回 対象契約に係る賃金等を最後に支払った月の翌月

１０日まで（１０日が休日の場合はその翌日まで） 
履行期間中すべての内容 
（初回の内容を含む） 

 
（２）複数年契約 
提出回 提出時期 提出内容 
初回 対象契約に係る賃金等を最初に支払った月の翌月

１０日まで（１０日が休日の場合はその翌日まで） 
左記賃金を支払った内容 

第２回 直近の報告内容から職種等に追加があった場合、 

毎年度終了後、当該年度の労働賃金を最後に支払っ

た月の翌月１０日まで 

当該年度すべての内容（初

回の内容を含む） 

第３回 年度の切替えにより、直近の報告内容では新年度の

労働報酬下限額を下回ってしまう場合、新年度の労

働賃金を最初に支払った月の翌月１０日まで 

新年度に切り替わった時点

で従事している職種と支払

内容 

最終回 対象契約に係る賃金等を最後に支払った月の翌月

１０日まで（１０日が休日の場合はその翌日まで） 
履行期間中すべての内容 
（初回の内容を含む） 

※初回報告から職種等追加がない場合は、初回と最終回の２回のみとなります。 

 
 
 

８ 履行状況等報告書の作成・提出 



提出先 
対象契約の種類 提出方法 提出先 

工事の請負の契約 

書面により提出 

契約を締結する担当課（契

約課からの依頼の場合には

契約課へ） 
業務の委託に関する契約 

指定管理協定 協定を締結した担当課 
 

○履行状況等報告書の作成及び提出方法 
・越谷市ホームページに公開している報告書様式をダウンロードして作成してください。 
 
【履行状況等報告書】作成方法 
工事 

 
 

第１号様式その１（第７条関係）

　越谷市長　宛

　【提出者（受注者）】

人

人

人

印 人

該当欄に○を付けてください

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

「いいえ」に該当した項目について、その理由及び改善予定等を記入してください。

　⒄　下請負業者の選定及び労働者等の雇用にあたり、市内事業所の受注機会及び市内在住の
　　労働者等の雇用機会に配慮しましたか。

　⒂　下請負業者が社会保険に未加入であった場合、その加入について指導又は助言をしまし
　　たか。

　⒃　下請負契約の締結にあたり、標準見積書等の参照等により、必要な法定福利費の把握に
　　努めましたか。

　⒀　労働報酬下限額を労働者等に周知しましたか。

　⒁　本契約に係る業務に主として従事する労働者等で、最も低い賃金単価はいくらですか。※職種ごとに記入

職種 最低賃金単価 会社名 職種 最低賃金単価 会社名

６　本件における履行状況

　⑸　休憩時間、休日及び休暇について、関係法令を遵守し、適切に運用していますか。

　⑹　時間外及び休日の労働に関する協定（３６協定）を締結し、適切に運用していますか。

３　安全衛生

　⑺　従業員に対し、雇用時及び毎年、医師による健康診断を実施していますか。

　⑻　事故報告書等の記録など、業務災害への対策状況は適正ですか。

　⑼　事業主として、社会保険及び労働者災害補償保険に加入していますか。

４　賃金

　⑽　賃金は、従業員に通貨で直接又は口座振込等の確実な方法で、全額を毎月１回以上、一
    定の期日を定めて支払っていますか。

　⑾　時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金を適正に支払っていますか。

５　法定帳簿の整備

　⑿　法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿）を整備していますか。

　⑷　従業員の労働時間を適正に把握し、記録していますか。

所 在 地 その他（下請負等）

代 表 者 名 合 計

  越谷市公契約条例第７条第３号の報告について、下記のとおり報告します。なお、本件の履行にあたっては、労働
基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守するとともに、本報告書における報告事項が虚偽又は不当であると判
明した場合は、同条例第９条第２項の規定により、必要な措置を講ずることを誓約します。

記

１　労働条件等  ※ ⑶は、常時１０人以上の従業員を使用している場合のみ記入してください。

　⑴　雇用契約等の労働条件は、関係法令に基づいた適正な内容となっていますか。

　⑵　従業員の雇い入れにあたり、労働条件を書面で明示していますか。

　⑶　就業規則について、労働基準監督署への届出及び従業員への周知を行っていますか。

２　労働時間、時間外及び休日の労働

商号又は名称 パート・アルバイト

年　　月　　日

履行状況等報告書（建設工事）
【本件従事者数】

契 約 件 名 正 社 員

① ②

③

①【提出者（受注者）】

名義、印等は、原則として契約書に記載の名義・印と同一としてください。

②【本件従事者数】

本件に従事する労働者数から、下記※１の労働者を除いた数を記載してくださ

い。

最終回時においては、それまでの合計人数（入った日数の合計ではない）を記

載してください。

※同じ人を重複してカウントしない

③【労働環境に関する設問】

原則として貴社が直接雇用する全従業員を対象に回答してください。

３（９）

社会保険加入について、法令で適用が除外されている場合は「はい」を選択し

てください。

６（14）
記入する賃金単価については、本件に主として従事する、下請負を含めた全て

の労働者 ※１のうち、公共工事設計労務単価に掲げる職種 ※２に従事する者

を対象とし、報告書提出時点での累計で、職種ごとの最も低い賃金単価とその者

が所属する会社名を回答してください。また、枠に収まらない場合は、職種、最低

賃金単価、会社名を記載した様式を作成し、別紙として報告書に添付してください。

６（15）（16）
下請負業者に発注していない場合は、未記入で結構です。

６（15）
下請負業者全てが社会保険に加入している場合も、同じく未記入で結構です。

６（17）
結果として市内事業所への発注や市民の雇用に至らなかった場合でも、その検

討を行った場合は「はい」を選択してください。

※１ 労働者以外の者（会社役員、ボランティア等）、現場代理人及び監理技術者（主任技術

者）、最低賃金法第７条の適用者、本件への従事時間が３０分未満の者は含まないものとしま

す。

※２ 職種の定義は、国土交通省ホームページを参照してください。



委託 

   

第１号様式その２（第７条関係）

　越谷市長　宛

人

人

人

印 人

該当欄に○を付けてください

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

円/時間

「いいえ」に該当した項目について、その理由及び改善予定等を記入してください。

　⒃　再委託業者等の選定及び労働者等の雇用にあたり、市内事業所の受注機会及び市内在住
　　の労働者等の雇用機会に配慮しましたか。

　⒂　再委託業者等が社会保険に未加入であった場合、その加入について指導又は助言をしま
　　したか。

　⑿　法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿）を整備していますか。

６　本件における履行状況

　⒀　労働報酬下限額を労働者等に周知しましたか。

　⒁　本契約に係る業務に主として従事する労働者等で、最も低い賃金単価はいくらですか。

最低賃金単価 職種 会社名

５　法定帳簿の整備

２　労働時間、時間外及び休日の労働

　⑷　従業員の労働時間を適正に把握し、記録していますか。

　⑸　休憩時間、休日及び休暇について、関係法令を遵守し、適切に運用していますか。

　⑹　時間外及び休日の労働に関する協定（３６協定）を締結し、適切に運用していますか。

３　安全衛生

　⑺　従業員に対し、雇用時及び毎年、医師による健康診断を実施していますか。

　⑻　事故報告書等の記録など、業務災害への対策状況は適正ですか。

　⑼　事業主として、社会保険及び労働者災害補償保険に加入していますか。

４　賃金

　⑽　賃金は、従業員に通貨で直接又は口座振込等の確実な方法で、全額を毎月１回以上、一
    定の期日を定めて支払っていますか。

　⑾　時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金を適正に支払っていますか。

　⑶　就業規則について、労働基準監督署への届出及び従業員への周知を行っていますか。

商号又は名称 パート・アルバイト

所 在 地 その他（再委託等）

代 表 者 名 合 計

  越谷市公契約条例第７条第３号の報告について、下記のとおり報告します。なお、本件の履行にあたっては、労働
基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守するとともに、本報告書における報告事項が虚偽又は不当であると判
明した場合は、同条例第９条第２項の規定により、必要な措置を講ずることを誓約します。

記

１　労働条件等  ※ ⑶は、常時１０人以上の従業員を使用している場合のみ記入してください。

　⑴　雇用契約等の労働条件は、関係法令に基づいた適正な内容となっていますか。

　⑵　従業員の雇い入れにあたり、労働条件を書面で明示していますか。

年　　月　　日

履行状況等報告書（委託契約）
 【提出者（受注者）】 【本件従事者数】

契 約 件 名 正 社 員

① ②

③

①【提出者（受注者）】

名義、印等は、原則として契約書に記載の名義・印と同一としてください。

②【本件従事者数】

本件に従事する労働者数から、下記※１の労働者を除いた数を記載してくださ

い。

最終回時においては、それまでの合計人数（入った日数の合計ではない）を記

載してください。

※同じ人を重複してカウントしない

③【労働環境に関する設問】

原則として貴社が直接雇用する全従業員を対象に回答してください。

３（９）

社会保険加入について、法令で適用が除外されている場合は「はい」を選択し

てください。

６（14）
記入する賃金単価については、本件に主として従事する、再委託や派遣労働

者を含めた全ての労働者※１ を対象とし、その中で最も低い賃金単価とその職

種※２ 、その者が所属する会社名を回答してください。

６（15）
再委託業者に発注していない場合は、未記入で結構です。

６（15）
再委託業者全てが社会保険に加入している場合も、同じく未記入で結構です。

６（16）
結果として市内事業所への発注や市民の雇用に至らなかった場合でも、その

検討を行った場合は「はい」を選択してください。

※１ 労働者以外の者（会社役員、ボランティア等）、現場代理人及び監理技術者（主任技術

者）、最低賃金法第７条の適用者、本件への従事時間が３０分未満の者は含まないものとしま

す。

※２ 仕様書等の内容に基づき、対象労働者が従事する作業名を記入してください。

例：「設備点検業務」、「運転管理業務」、「日常清掃」、「警備業務」、「除草業務」、「運送業務」



 
 全ての契約において受注者が行うべきこと 
・公契約を締結する社会的責任を自覚し、関係法令等を遵守するとともに、公契約を誠実か

つ適正に履行しなければならない。 
・労働者等の適正な労働条件及び労働環境の確保に努めるとともに、社会的価値の向上に配

慮しなければならない。 
・地域経済及び地域社会の活性化に寄与するため、業務の一部を第三者に発注する場合は、

市内に事業所等を有する者を使用するよう努めるとともに、市内に住所を有する労働者等

の雇用機会に配慮しなければならない。 
・継続性のある業務に関する公契約を締結する場合は、当該業務に従事する労働者の雇用の

安定並びに当該業務の質の維持及び継続性の確保に配慮し、当該公契約の締結前から当該

業務に従事していた労働者のうち希望する者については、特段の事情がない限り雇用する

よう努めなければならない。 
・市が講ずる施策に協力するよう努めなければならない。 
 

対象契約において受注者が行うべきこと 
・労働者等のうち受注者に雇用される者に対し、労働報酬下限額以上の労働の対価を支払わ

なければならない。 
・受注関係者が労働者等に支払った労働の対価が労働報酬下限額を下回った場合は、その差

額分が支払われるよう、必要な措置を講じなければならない。 
・履行状況等報告書を作成し市長に報告しなければならない。 
・次の事項について記載した書面を、対象契約に係る業務が行われる作業場の見やすい場所

に掲示又は交付し、労働者等に適切に周知しなければならない。 
ア この条例が適用される労働者等の範囲 
イ 労働報酬下限額 
ウ 申出をする場合の申出先 
エ 申出をしたことを理由に、解雇、請負の契約の解除その他不利益な取扱いを受けな

いこと。 
※別添「周知用ポスター」「周知用ちらし」の周知用様式を参照してポスターやチラシ

等を作成し、作業所等の見やすい場所に掲示、チラシについては対象労働者全てに配

布するなど、周知を徹底してください。 
・労働者等から申出があった場合は、誠実に対応するとともに、当該労働者等が当該申出を

したことを理由に、解雇、請負の契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならない。 

９ 受注者が行うべきこと 



・事業主として社会保険に加入していなければならない。 
・受注関係者の社会保険の加入状況を確認し、加入していない場合は、その加入について指

導又は助言を行わなければならない。 
・適正な下請負契約の締結に努めなければならない。 
・条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要な報告若しくは資料の提出の求め

又は立入調査に応じなければならない。 
・対象契約において定められた事項に違反し、是正要求があった場合は、速やかに違反を是

正するための措置を講ずるとともに、是正報告をしなければならない。 
 

 
対象契約においては、市と受注者の契約の中で、受注者は労働報酬下限額以上の労働の対

価を労働者に対し支払わなければならないことが定められます。 
労働者等は、労働の対価が支払われるべき日において、支払われるべき当該労働の対価が

支払われていない場合又は支払われた当該労働の対価の額が労働報酬下限額を下回る場合

は、市長又は受注者にその事実を申し出ることができます。 
労働の対価の額を算出するに当たっては、自分自身で報酬額や手当の内訳、労働時間の内

訳など、労働の状況を管理し、確認する必要がありますので、対象契約に従事するときは、

次のことに注意してください。 
 
(1) 労働者として雇われる方 

① 雇われるときの注意 
賃金額、契約期間、所定労働時間、休日、賃金の締日・支払日を必ず確認してくださ

い。対象契約が工事の場合は、主に従事する業務内容（職種）も確認してください。 
② 働くときの注意 

対象契約に従事した日、時間を記録しておいてください。また、同じ雇用者の下で、

その他の業務（対象契約以外の業務）に従事した場合には、その他の業務に従事した日、

時間も記録しておいてください。 
③ 賃金が支払われたときの注意 

賃金が労働報酬下限額以上かを確認し、下限額に満たない場合は、市長又は受注者に

申し出ることができます。 
 
(2) 一人親方として請け負う方 

① 請け負うときの注意 

１０ 対象契約において労働者ができること 



請負代金額、契約期間、請負代金の支払方法・支払日を必ず確認してください。対象

契約が工事の場合は、職種（請け負う業務内容）も確認してください。 
② 働くときの注意 

一人親方の請負契約が、対象契約とその他の業務を含んでいる場合は、それぞれの業

務を行った日、時間を記録しておいてください。 
③ 請負額が支払われたときの注意 

請負額が労働報酬下限額以上かを確認し、下限額に満たない場合は、市長又は受注者

に申し出ることができます。 
 

 
立入調査 

労働者等から市長又は受注者に申出があり、その事実等を確認するため必要があると認

める場合や、対象契約において定められた事項の遵守状況を確認するため必要があると認

める場合は、受注者等に対し、報告や資料の請求、立入調査等（以下「調査等」という。）

を行います。 
調査等の対象が受注者だけではなく、受注関係者となる場合もありますので、下請契約や

再委託契約等を締結する際には、市が調査等を行うことについて合意を得るようにしてく

ださい。 
なお、立入調査をする職員は身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときはこれを

提示します。 
 
是正要求 

調査等の結果、受注者等が対象契約に定められた事項に違反していると認められるとき

は、当該違反を是正するための措置を講ずるよう当該受注者に求めます。 
  
違反事実の公表 

条例に違反した事業者が是正措置を講じなかった場合や、虚偽の報告を行った場合等は、

その事実等について公表します。 
 
○公表する場合 

① 受注者又は受注関係者が報告や資料の提出をしない場合 
② 受注者又は受注関係者が虚偽の報告や資料の提出をした場合 
③ 受注者又は受注関係者が立入調査の拒否、妨害又は忌避をした場合 

１１ 市が行えること 



④ 受注者が是正措置を講じない場合 
⑤ 受注者が是正措置の報告をしない場合 
⑥ 受注者の是正報告が虚偽であった場合 

 
○公表事項 

① 公契約の件名及び締結年月日 
② 受注者・受注関係者の名称、代表者氏名、事務所の所在地 
③ 違反事実の内容 

 
○公表方法 
 ① 市役所前掲示場への掲示 
 ② 契約課窓口での公表 
 ③ 市ホームページへの掲載 
 
○公表期間 ※契約課窓口での公表及び市ホームページへの掲載期間 

公表日（公表日において違反事実が改善されていない場合は改善日）の翌日から１年間 
 
指名停止措置 

条例に違反した事業者が是正措置に従わなかった場合や、虚偽の報告を行った場合等は、

指名停止措置を行います。 



労働報酬下限額対象契約に係る契約事務手続き（１：契約締結まで） 

 
 
 
 
 

 

 

１ 仕様書の作成 

２ 予定金額の積算 

   業者からの参考見積りによ

る積算の場合（建設工事の場

合は、通常案件と同様の手続

きです） 

３ 予算執行伺の起案・決裁 

 

 

 

 

 

【自所属契約（※業務委託）】 

４ 業者選考の起案・決裁 

５ 見積書の提出依頼 

 

 

 

 

 

６ 開札 

 

 

 

 

 

 

 

７ 支出負担行為（契約締結伺）

の起案・決裁 

 

 

発注課  

 

 

１ 仕様書に基づく積算 

２ 参考見積書作成 

※人件費の積算にあたっては、

１時間当たりの賃金につい

て、労働報酬下限額以上とし

参考見積書を作成する。 

参考見積書提出業者 

 

 

１ 予定価格の設定 

 

 

 

 

２ 業者への入札公告、 

  指名通知 又は 

見積書の提出依頼 

 

 

 

 

 

３ 開札 

 

 

 

 

 

 

 

４ 支出負担行為（契約締結伺）

の起案・決裁 

契約課 

【契約課契約】契約依頼 
（自所属契約の場合はその旨連絡） 

参考見積書 作成依頼 

対象契約となる可能性がある案件に

ついては、労働報酬下限額を参考見積書

作成依頼文に明記する。 

対象契約に該当 

 

 

１ 仕様書等に基づく積算 

２ 入札書／見積書作成 

※人件費の積算にあたっては、

１時間当たりの賃金につい

て、労働報酬下限額以上とし

入札書／見積書を作成する。 

指名業者等 

入札公告、指名通知 又は 見積書 作成依頼 

対象契約であること及び労働報酬下限額を通知に明記する。 

入札書／見積書の提出 

参考見積書の提出 

落札決定等 

 

 

 

１ 契約書の作成 

落札業者→受注者 

契約書 作成依頼（※約款に記載） 

条例第７条各号の事項を契約書に定め、合意に基づいて契約を締結。 

・労働報酬下限額以上の賃金の支払い ・履行状況等の報告 

・労働者への周知 ・社会保険の加入 ・立入調査への協力 等 

条例の周知用ちらし（ひな型）の交付 

契約締結 

対象 １ 予定価格が 5,000 万円以上の工事の請負契約 

２ 予定価格が 1,000 万円以上の業務の委託に関する契約のうち、次のア～シに該当する業務 

   ア.建物清掃業務 イ.施設運転管理業務 ウ.食堂業務 エ.放置自転車保管場所管理業務 

   オ.相談支援業務 カ.医療事務 キ.設備保守管理業務 ク.公園・街路樹等の維持管理業務 

   ケ.越谷市立病院院内保育室運営業務 コ.越谷市立病院病棟保育業務  

   サ.越谷市立病院警備業務 シ.越谷市立病院電話交換業務 

  ３ 指定管理協定のうち、指定管理者の募集又は選定に係る委託料の上限が 1,000 万円以上の協定 

４ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第

２条第４項に規定する選定事業に係る契約については、１、２に相当する契約部分 
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労働報酬下限額対象契約に係る契約事務手続き（２：履行開始から完了まで） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※不当な賃金の支

払等があった場

合は、市長又は受

注者に事実の申

出ができる 

→フロー３へ 

労働者  

 

 

受注関係者 
（再委託／下請業者等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容を確認し、契約書とともに

保存。契約課へ写しを提出 

※履行状況等について確認の必

要があると判断した場合は、

立入調査等の実施 

→フロー３へ 

 

 

 

 

 

 

 

内容を確認し、契約書とともに

保存。契約課へ写しを提出 

 

発注課 
（契約課契約の場合は契約課） 

履行状況報告書の提出（最終回） 

  対象契約に係る賃金等を最後に支払っ

た月の翌月１０日まで（１０日が休日の場

合はその翌日まで） 

条例の内容の周知 

作業場に掲示又は労働者等へ交付 

・条例適用労働者の範囲 

・労働報酬下限額 

・賃金が不当な場合に申出ができること 

及び申出先 

・申出により不利益な取扱いを受けないこと 

労働報酬下限額以上の賃金の支払い 

業務完了／工事完成 

適正な下請／再委託の契約 

※市内事業者の使用 

及び市内労働者の雇用に配慮 

※社会保険の加入状況の確認 

→加入していない場合は、 

加入についての指導又は助言 

継続雇用の努力義務 

履行状況報告書の提出（初回） 

  対象契約に係る賃金等を最初に支払った

月の翌月１０日まで（１０日が休日の場合

はその翌日まで） 
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労働報酬下限額対象契約に係る契約事務手続き（３：履行状況の確認、立入調査等） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の結果、条例違反がなかっ

た旨起案・決裁 

 

 

 

 

受注者からの報告を受け、 

内容を確認 

 

 

 

契約課  

 

労働者  

 

 

受注関係者 
（再委託／下請業者等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて、立入調査等への協力を依頼 

 不利益な取扱い   

・解雇 ・契約の解除 等 

 不当な賃金の支払等  

・支払いの未払い 

・労働報酬下限額未満の支払 
申 出 

市長又は受注

者に事実の申

出ができる 

履行状況等確認必要あり

→身分証を携帯した 

契約課職員による 

立入調査等の実施 

・報告や資料の要求 

・事業所へ立入り、書類

の閲覧その他必要な

調査 

調査の結果 

条例違反 

条例違反なし 

期日までに 

是正内容を市長へ報告 

違反事項等の改善 

 是正措置の拒否等  

・報告又は資料を提出しない 

・是正措置をしない 

・虚偽の報告 

 立入調査の拒否等  

・報告又は資料を提出しない 

・立入調査を拒否、妨害、忌避 

・虚偽の報告 

是正要求 

報告期日を指定し、受注者

へ是正措置を要求 

○違反事項の公表 

→受注者の名称及び

所在地等について、

市ホームページ等に

おいて公表 

 

○指名停止措置 

○違反事項の公表 

○指名停止措置 

受注者 
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第１号様式その１（第７条関係）

　越谷市長　宛

　【提出者（受注者）】

人

人

人

人

該当欄に○を付けてください
はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

円/時間 円/時間

「いいえ」に該当した項目について、その理由及び改善予定等を記入してください。

発注者使用欄

年　　月　　日

履行状況等報告書（建設工事）
【本件従事者数】

　⒃　下請負契約の締結にあたり、標準見積書等の参照等により、必要な法定福利費の把握に
　　努めましたか。　　　　　　　　　　　※下請負業者がいる場合のみご記入ください。

　⑿　法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿）を整備していますか。

　⑷　従業員の労働時間を適正に把握し、記録していますか。

　⑸　休憩時間、休日及び休暇について、関係法令を遵守し、適切に運用していますか。

　⑹　時間外及び休日の労働に関する協定（３６協定）を締結し、適切に運用していますか。

　⑺　従業員に対し、雇用時及び毎年、医師による健康診断を実施していますか。

　⑾　時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金を適正に支払っていますか。

記

契 約 番 号

契 約 件 名

商号又は名称

所 在 地

　⑼　事業主として、社会保険及び労働者災害補償保険に加入していますか。

１　労働条件等  ※ ⑶は、常時１０人以上の従業員を使用している場合のみ記入してください。

正 社 員

パート・アルバイト

その他（下請負等）

合 計

　⑶　就業規則について、労働基準監督署への届出及び従業員への周知を行っていますか。

　⑻　事故報告書等の記録など、業務災害への対策状況は適正ですか。

　⑵　従業員の雇い入れにあたり、労働条件を書面で明示していますか。

　⑴　雇用契約等の労働条件は、関係法令に基づいた適正な内容となっていますか。

  越谷市公契約条例第７条第３号の報告について、下記のとおり報告します。なお、本件の履行にあたって
は、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守するとともに、本報告書における報告事項が虚偽又
は不当であると判明した場合は、同条例第９条第２項の規定により、必要な措置を講ずることを誓約します。

代 表 者 名

２　労働時間、時間外及び休日の労働

３　安全衛生

４　賃金

５　法定帳簿の整備

　⒀　労働報酬下限額を労働者等に周知しましたか。

　⒂　下請負業者が社会保険に未加入であった場合、その加入について指導又は助言をしまし
　　たか。　　　　　　　　　　　　　　　※未加入業者がいる場合のみご記入ください。

会社名

　⑽　賃金は、従業員に通貨で直接又は口座振込等の確実な方法で、全額を毎月１回以上、一
    定の期日を定めて支払っていますか。

　⒄　下請負業者の選定及び労働者等の雇用にあたり、市内事業所の受注機会及び市内在住の
　　労働者等の雇用機会に配慮しましたか。

６　本件における履行状況

　⒁　本契約に係る業務に主として従事する労働者等で、最も低い賃金単価はいくらですか。※職種ごとに記入

会社名最低賃金単価 最低賃金単価職種 職種

起案日 　　　年　　　　月　　　　日　

決裁日 　　　年　　　　月　　　　日　

確認結果
確認欄

課長 調整幹 担当者

適・否
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【作成要領・注意事項】
１ 「提出者（受注者）」の名義、印等は、原則として契約書に記載の名義・印と同一としてください。
２

３ 労働環境に関する設問は、原則として貴社が直接雇用する全従業員を対象に回答してください。
４ 賃金単価記入方法

※２　職種の定義は、国土交通省ホームページを参照してください。

５ 賃金単価算出方法
　公共工事設計労務単価に含まれる賃金及び手当等の合計額を１時間あたりの賃金に換算してください。

○賃金単価に含まれる賃金及び手当等　※３

○賃金単価に含まない手当等（基準外賃金）

６ 社会保険加入
３（９）の社会保険加入について、法令で適用が除外されている場合は「はい」を選択してください。
６（15）（16）について、下請負業者に発注していない場合は、未記入で結構です。
６（15）について、下請負業者全てが社会保険に加入している場合も、同じく未記入で結構です。

７ 市内事業所の受注機会や越谷市民の雇用機会への配慮について
６（17）について、結果として市内事業所への発注や市民の雇用に至らなかった場合でも、その検討を
行った場合は「はい」を選択してください。

※５　一人親方については、本件に従事するために締結した請負契約における請負代金（消費税及び地
　　方消費税に相当する額を除く。）を１時間あたりの額に換算してください。

※３　各賃金及び手当等の区分や考え方は、公共事業労務費調査連絡協議会の「公共事業労務費調査の
　　手引き」の基準内手当・基準外手当の区分に準じています。

「本件従事者数」は、本件に従事する労働者数から、下記※１の労働者を除いた数を回答してくださ
い。なお、本報告書提出時点で人数が確定していない場合は、見込み数を回答してください。

※４　「賃金単価」は、税金や社会保険料等を控除する前のものですので、実際に手元に支払われる、
　　いわゆる手取りの賃金とは異なります。

※１　労働者以外の者（会社役員、ボランティア等）、現場代理人及び監理技術者（主任技術者）、最
　　低賃金法第７条の適用者、本件への従事時間が３０分未満の者は含まないものとします。

　６（14）に記入する賃金単価については、本件に主として従事する、下請負を含めた全ての労働者
※１ のうち、公共工事設計労務単価に掲げる職種 ※２ に従事する者を対象とし、その職種ごとに、職種名と最も低い
賃金単価、その者が所属する会社名を回答してください。

01 　特殊作業員 11 　鉄骨工 21 　トンネル世話役 31 　山林砂防工 41 　サッシ工
02 　普通作業員 12 　塗装工 22 　橋りょう特殊工 32 　軌道工 42 　屋根ふき工
03 　軽作業員 13 　溶接工 23 　橋りょう塗装工 33 　型わく工 43 　内装工
04 　造園工 14 　運転手（特殊） 24 　橋りょう世話役 34 　大工 44 　ガラス工
05 　法面工 15 　運転手（一般） 25 　土木一般世話役35 　左官 45 　建具工
06 　とび工 16 　潜かん工 26 　高級船員 36 　配管工 46 　ダクト工
07 　石工 17 　潜かん世話役 27 　普通船員 37 　はつり工 47 　保温工
08 　ブロック工 18 　さく岩工 28 　潜水士 38 　防水工 48 　建築ブロック工
09 　電工 19 　トンネル特殊工 29 　潜水連絡員 39 　板金工 49 　設備機械工
10 　鉄筋工 20 　トンネル作業員 30 　潜水送気員 40 　タイル工 50 　交通誘導員Ａ

51 　交通誘導員Ｂ

技能労働者　職種一覧表

賃金単価 ＝ （ 基本給相当額 ＋ 基準内手当 ＋ 臨時の給与 ＋ 実物給与 ） ÷

所定労働時間内８時間当たり 所定労働日数１日当たり

 ○一日当たりの所定労働時間が８時間の場合

8

賃金及び手当て等 例

基本給相当額 基本給（定額給）、出来高給

家族手当（扶養手当）、通勤手当、都市手当（地域手当）、住宅手当　等

現場手当、技能手当、有給休暇手当（日給制の場合）、精勤手当　等

臨時の給与 賞与（ボーナス等<期末手当・勤勉手当>）、その他の臨時の賃金等、退職金

実物給与 通勤用定期の支給、食事の支給　等

基準内手当

手当等 例

特殊な労働に対
する手当

各職種の労働者について、発注者が工事費積算の歩掛等において見込んでいる通常の作
業条件または作業内容を超えた、特殊な労働に対して支払った手当

割増賃金の代替として
の手当

時間外、休日又は深夜の割増賃金の代替として支払った手当

休業手当
仕事が無いために労働者を休業させた場合に支払った手当（ただし、悪天候等の不可抗力
による休業に対する手当は基準内手当となります。）

本来は経費に当たる手
当

労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は賃金ではなく
経費の負担に該当する手当
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第１号様式その２（第７条関係）

　越谷市長　宛

人

  ※指定管理協定は、契約番号の記入は不要です。 人

人

人

該当欄に○を付けてください
はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

円/時間

「いいえ」に該当した項目について、その理由及び改善予定等を記入してください。

発注者使用欄

年　　月　　日

履行状況等報告書（委託契約）
 【提出者（受注者）】 【本件従事者数】

契 約 番 号 正 社 員

　⑶　就業規則について、労働基準監督署への届出及び従業員への周知を行っていますか。

パート・アルバイト

契 約 件 名 その他（再委託等）

商号又は名称 合 計

  越谷市公契約条例第７条第３号の報告について、下記のとおり報告します。なお、本件の履行にあたって
は、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守するとともに、本報告書における報告事項が虚偽又は
不当であると判明した場合は、同条例第９条第２項の規定により、必要な措置を講ずることを誓約します。

記

１　労働条件等  ※ ⑶は、常時１０人以上の従業員を使用している場合のみ記入してください。

　⑴　雇用契約等の労働条件は、関係法令に基づいた適正な内容となっていますか。

　⑵　従業員の雇い入れにあたり、労働条件を書面で明示していますか。

所 在 地

代 表 者 名

５　法定帳簿の整備

２　労働時間、時間外及び休日の労働

　⑷　従業員の労働時間を適正に把握し、記録していますか。

　⑸　休憩時間、休日及び休暇について、関係法令を遵守し、適切に運用していますか。

　⑹　時間外及び休日の労働に関する協定（３６協定）を締結し、適切に運用していますか。

３　安全衛生

　⑺　従業員に対し、雇用時及び毎年、医師による健康診断を実施していますか。

　⑻　事故報告書等の記録など、業務災害への対策状況は適正ですか。

　⑼　事業主として、社会保険及び労働者災害補償保険に加入していますか。

４　賃金

　⑽　賃金は、従業員に通貨で直接又は口座振込等の確実な方法で、全額を毎月１回以上、一
    定の期日を定めて支払っていますか。

　⑾　時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金を適正に支払っていますか。

　⒂　再委託業者等が社会保険に未加入であった場合、その加入について指導又は助言をしま
　　したか。　　　　　　　　　　　　　　　※未加入業者がいる場合のみ記入してください。

　⑿　法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿）を整備していますか。

６　本件における履行状況

　⒀　労働報酬下限額を労働者等に周知しましたか。

　⒁　本契約に係る業務に主として従事する労働者等で、最も低い賃金単価はいくらですか。

最低賃金単価 職種 会社名

　⒃　再委託業者等の選定及び労働者等の雇用にあたり、市内事業所の受注機会及び市内在住
　　の労働者等の雇用機会に配慮しましたか。

起案日 　　　年　　　　月　　　　日　

決裁日 　　　年　　　　月　　　　日　

確認結果
確認欄

課長 調整幹 担当者

適・否
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【作成要領・注意事項】
１ 「提出者（受注者）」の名義、印等は、原則として契約書に記載の名義・印と同一としてください。
２

３ 労働環境に関する設問は、原則として貴社が直接雇用する全従業員を対象に回答してください。
４ 賃金単価記入方法

※２　仕様書等の内容に基づき、対象労働者が従事する作業名を記入してください。

５ 賃金単価算出方法

※３
○賃金単価に含まれる基本給及び諸手当

○賃金単価に含まない手当等

６ 社会保険加入
３（９）の社会保険加入について、法令で適用が除外されている場合は「はい」を選択してください。
６（15）について、再委託業者に発注していない場合は、未記入で結構です。
６（15）について、再委託業者全てが社会保険に加入している場合も、同じく未記入で結構です。

７ 市内事業所の受注機会や越谷市民の雇用機会への配慮について

　最低賃金法に基づく最低賃金制度に定める手当等の区分による所定内給与のうち、基本給相当額と諸
手当の合計額を１時間あたりの賃金に換算してください。

６（16）について、結果として市内事業所への発注や市民の雇用に至らなかった場合でも、その検討を
行った場合は「はい」を選択してください。

「本件従事者数」は、本件に従事する労働者数から、下記※１の労働者を除いた数を回答してくださ
い。なお、本報告書提出時点で人数が確定していない場合は、見込み数を回答してください。

　６（14）に記入する賃金単価については、本件に主として従事する、再委託や派遣労働者を含めた全
ての労働者※１ を対象とし、その中で最も低い賃金単価とその職種※２ 、その者が所属する会社名
を回答してください。
※１　労働者以外の者（会社役員、ボランティア等）、現場代理人及び監理技術者（主任技術者）、最
　　低賃金法第７条の適用者、本件への従事時間が３０分未満の者は含まないものとします。

例：「設備点検業務」、「運転管理業務」、「日常清掃」、「警備業務」、「除草業務」、「運送業務」等

基本給及び諸手当 例

基本給相当額 基本給（定額給）

諸手当 毎月決まって支払われる基本的な賃金で、最低賃金制度の所定内給与に区分される手当

手当等 内容

臨時に支払われる賃金 結婚手当、１か月を超える期間ごとに支払われる賞与等の賃金

時間外割増賃金 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金

休日割増賃金 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金

深夜割増賃金
午後１０時から午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の
賃金の計算額を超える

精皆勤手当、通勤手
当、家族手当

最低賃金の対象外となる手当

賃金単価 ＝ 基本給 ※３ ＋ 諸手当 ※３ を1時間あたりの賃金に換算した額
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第１号様式その１（第７条関係）

　越谷市長　宛

　【提出者（受注者）】

　道路舗装工事（市道○○○○号線） 2 人

　▲▲建設株式会社 0 人

　越谷市■■町□□-□ 40 人

　越谷　太郎 印 42 人

該当欄に○を付けてください
はい いいえ

○

○

○

はい いいえ

○

○

○

はい いいえ

○

○

○

はい いいえ

○

○

はい いいえ

○

はい いいえ

○

##### 円/時間 円/時間

##### 円/時間 円/時間

##### 円/時間 円/時間

##### 円/時間 円/時間

##### 円/時間 円/時間

○

○

○

「いいえ」に該当した項目について、その理由及び改善予定等を記入してください。

発注者使用欄

商 号又 は名
称

パート・アルバイト

令和　●年　●月　●

履行状況等報告書（建設工事）
【本件従事者数】

契 約 件 名 正 社 員

　⑷　従業員の労働時間を適正に把握し、記録していますか。

所 在 地 その他（下請負等）

代 表 者 名 合 計

  越谷市公契約条例第７条第３号の報告について、下記のとおり報告します。なお、本件の履行にあたっ
ては、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守するとともに、本報告書における報告事項が虚
偽又は不当であると判明した場合は、同条例第９条第２項の規定により、必要な措置を講ずることを誓約
します。

記

１　労働条件等  ※ ⑶は、常時１０人以上の従業員を使用している場合のみ記入してください。

　⑴　雇用契約等の労働条件は、関係法令に基づいた適正な内容となっていますか。

　⑵　従業員の雇い入れにあたり、労働条件を書面で明示していますか。

　⑶　就業規則について、労働基準監督署への届出及び従業員への周知を行っていますか。

２　労働時間、時間外及び休日の労働

６　本件における履行状況

　⑸　休憩時間、休日及び休暇について、関係法令を遵守し、適切に運用していますか。

　⑹　時間外及び休日の労働に関する協定（３６協定）を締結し、適切に運用していますか。

３　安全衛生

　⑺　従業員に対し、雇用時及び毎年、医師による健康診断を実施していますか。

　⑻　事故報告書等の記録など、業務災害への対策状況は適正ですか。

　⑼　事業主として、社会保険及び労働者災害補償保険に加入していますか。

４　賃金

　⑽　賃金は、従業員に通貨で直接又は口座振込等の確実な方法で、全額を毎月１回以上、一
    定の期日を定めて支払っていますか。

　⑾　時間外、休日及び深夜の労働に係る割増賃金を適正に支払っていますか。

５　法定帳簿の整備

　⑿　法定三帳簿（労働者名簿、賃金台帳、出勤簿）を整備していますか。

　⒀　労働報酬下限額を労働者等に周知しましたか。

　⒁　本契約に係る業務に主として従事する労働者等で、最も低い賃金単価はいくらですか。※職種ごとに記入

職種 最低賃金単価 会社名 職種 最低賃金単価 会社名

02　普通作業員 ○○○株式会社

03　軽作業員 株式会社○○○

　⒃　下請負契約の締結にあたり、標準見積書等の参照等により、必要な法定福利費の把握に
　　努めましたか。　　　　　　　　　　※下請負業者がいる場合のみご記入ください。

06　とび工 有限会社○○○

14　運転手（特殊） 一人親方

契 約 番 号 　5031000●●●

　⒄　下請負業者の選定及び労働者等の雇用にあたり、市内事業所の受注機会及び市内在住の
　　労働者等の雇用機会に配慮しましたか。

25　土木一般世話役 ○○○会社

　⒂　下請負業者が社会保険に未加入であった場合、その加入について指導又は助言をしまし
　　たか。　　　　　　　　　　　　　　※未加入業者がいる場合のみご記入ください。

報告書提出時点での合計人数（同じ人は重複して

カウントしない）を記入してください。

報告書提出時点での累計で、職種ごとの最も低い賃金

単価とその者が所属する会社名を記入してください。

下請負業者全てが社会保険

加入済みの場合は空欄。

確認結果
確認欄

課長 調整幹 担当者

適・否

起案日 　　　年　　　　月　　　　日　

決裁日 　　　年　　　　月　　　　日　
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   越谷市公契約条例  

平成２８年１２月２２日 

条例第５１号 

 （目的） 

第１条 この条例は、公平かつ公正な公契約及びそれに従事する労働者等

の適正な労働条件の確保を図り、もって公契約の適正な履行及び質の向

上に資するとともに、地域経済の健全な発展及び市民福祉の増進に寄与

することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

  公契約 次に掲げる契約をいう。 

  ア 市が発注する工事、製造その他の請負の契約 

○○イ○越谷市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

○○○（平成１７年条例第８号）第４条の規定により締結する協定（以下

○○○「指定管理協定」という。） 

  受注者 市と公契約を締結する者をいう。 

  受注関係者 次に掲げる者をいう。 

  ア 公契約に係る業務の一部を請け負う者（受注者を除く。） 

  イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関

○○○する法律（昭和６０年法律第８８号）に基づき受注者又はアに掲げ

○○○る者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者 

  労働者等 次に掲げる者をいう。 

  ア 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら公契約に係る業務に従事

○○○する労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条に規定する労働

○○○者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び

○○○家事使用人を除く。） 
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  イ 受注者又は受注関係者との請負の契約により公契約に係る業務に

○○○従事する者 

  社会的価値 公契約に係る施策の実施にあたり、確保されるべき公

正労働基準その他規則で定めるものをいう。 

 （基本方針） 

第３条 市は、次に掲げる事項を公契約の実施に係る基本方針とする。 

  公契約における法令遵守の徹底を図り、公契約の締結過程及び内容

の透明性を確保するとともに、公平かつ公正な競争を促進し、市民の

理解及び信頼を得るよう努めること。 

  公契約の品質、価格及び履行の適正を確保し、良質な市民サービス

の提供に努めること。 

  労働者等の適正な労働条件の確保に配慮するとともに、本市におけ

る雇用の促進及び安定に努めること。 

  予算の適正な執行に留意しつつ、市内の中小企業の受注機会の増大

を図るとともに、防災及び災害復旧活動をはじめとする地域社会の維

持及び発展並びに社会的価値の向上に貢献する事業者を適正に評価し、

将来にわたる公契約の担い手の育成及び確保に寄与すること。 

  談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 

 （市の責務） 

第４条 市は、この条例の目的を達成するため、前条に規定する基本方針

にのっとり公契約に係る施策を講じなければならない。 

２ 市は、公契約の品質、価格及び履行の適正を確保するため、取引の実

例価格等を考慮した適正な積算根拠に基づき、契約金額を決定する基準

となる予定価格の算出に努めなければならない。 

 （受注者の責務） 

第５条 受注者は、公契約を締結する社会的責任を自覚し、関係法令等を

遵守するとともに、公契約を誠実かつ適正に履行しなければならない。 
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２ 受注者は、労働者等の適正な労働条件及び労働環境の確保に努めると

ともに、社会的価値の向上に配慮しなければならない。 

３ 受注者は、地域経済及び地域社会の活性化に寄与するため、業務の一

部を第三者に発注する場合は、市内に事業所等を有する者を使用するよ

う努めるとともに、市内に住所を有する労働者等の雇用機会に配慮しな

ければならない。 

４ 受注者は、継続性のある業務に関する公契約を締結する場合は、当該

業務に従事する労働者の雇用の安定並びに当該業務の質の維持及び継続

性の確保に配慮し、当該公契約の締結前から当該業務に従事していた労

働者のうち希望する者については、特段の事情がない限り雇用するよう

努めなければならない。 

５ 受注者は、前条第１項の規定により市が講ずる施策に協力するよう努

めなければならない。 

 （労働報酬下限額） 

第６条 市長は、毎年、次の各号に掲げる公契約の種類ごとに、当該各号

に定める者（規則で定める者を除く。）に対して支払われるべき１時間

当たりの労働の対価（賃金又は請負代金のうち規則で定めるものをいう。

以下同じ。）の下限の額（以下「労働報酬下限額」という。）を定める

ものとする。 

  市が発注する工事の請負の契約のうち規則で定めるもの（以下「対

象請負契約」という。） 対象請負契約に係る業務に従事する労働者

等（農林水産省及び国土交通省が公共工事の積算に用いるため毎年度

決定する公共工事設計労務単価（以下「設計労務単価」という。）に

掲げる職種の業務に従事する者に限る。） 

  市が発注する業務の委託に関する契約及び指定管理協定のうち規則

で定めるもの（以下「対象委託契約」という。） 対象委託契約に係

る業務に従事する労働者等 
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２ 労働報酬下限額は、対象請負契約及び対象委託契約（以下「対象契約」

という。）の種類又は内容に応じて、次に掲げる額等を勘案して定める

ものとする。 

  設計労務単価 

  最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第９条第１項に規定する

地域別最低賃金において定める最低賃金額 

  生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第８条第１項に規定する

厚生労働大臣の定める基準において本市に適用される額 

  その他公的機関が定める労務単価の基準等 

３ 市長は、労働報酬下限額を定めようとする場合は、第１１条第１項の

越谷市労働報酬等審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、労働報酬下限額を定めた場合は、これを告示するものとする。 

 （対象契約において定める事項） 

第７条 市長は、請負の契約にあっては市及び受注者が相互に対等平等な

関係にあることを、指定管理協定にあっては市及び受注者が共同して公

の施設の管理の責任を負うことを前提として、両者が協力し、及び共同

してこの条例の目的を達成するため、対象契約において、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

  受注者は、労働者等のうち受注者に雇用される者に対し、労働報酬

下限額以上の労働の対価を支払わなければならないこと。 

  受注者は、受注関係者が労働者等に支払った労働の対価が労働報酬

下限額を下回った場合は、その差額分が支払われるよう、必要な措置

を講ずること。 

  受注者は、規則で定めるところにより、第５条及びこの条に関する

事項の履行状況等を市長に報告すること。 

  受注者は、次に掲げる事項について記載した書面を、対象契約に係

る業務が行われる作業場の見やすい場所に掲示し、又は交付すること
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により、労働者等に適切に周知すること。 

  ア この条例が適用される労働者等の範囲 

  イ 労働報酬下限額 

  ウ 次号の申出をする場合の申出先 

  エ 次号の申出をしたことを理由に、解雇、請負の契約の解除その他

○○○不利益な取扱いを受けないこと。 

  労働者等は、労働の対価が支払われるべき日において、支払われる

べき当該労働の対価が支払われていない場合又は支払われた当該労働

の対価の額が労働報酬下限額を下回る場合は、市長又は受注者にその

事実の申出をすることができること。 

  受注者は、労働者等から前号の申出があった場合は、誠実に対応す

るとともに、当該労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、請

負の契約の解除その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 

  受注者は、健康保険法（大正１１年法律第７０号）に基づく健康保

険、厚生年金法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく厚生年金保険

及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）に基づく雇用保険（以

下「社会保険」という。）並びに労働者災害補償保険法（昭和２２年

法律第５０号）に基づく労働者災害補償保険に、事業主として加入し

ていなければならないこと。ただし、社会保険及び労働者災害補償保

険の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合は、この

限りでない。 

  受注者は、受注関係者の社会保険の加入状況を確認し、加入してい

ない場合は、その加入について指導又は助言を行うこと。ただし、社

会保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている場合は、

この限りでない。 

  対象請負契約の受注者は、標準見積書の参照等により必要な法定福

利費を把握し、受注関係者との適正な契約の締結に努めなければなら
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ないこと。 

  受注者は、次条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の求め

又は立入調査に応じること。 

  受注者は、受注関係者との契約において、次に掲げる事項を定める

こと。 

  ア 受注関係者は、受注者に準じて第１号及び第６号の規定を遵守す

○○○ること。 

  イ 受注関係者は、次条第２項の規定による市長からの協力の求めに

○○○応じるよう努めること。 

  受注者は、第９条第１項の規定による是正要求があった場合は、速

やかに違反を是正するための措置を講ずるとともに、同条第２項の規

定による是正報告を行うこと。 

  市長は、第１０条の規定による公表ができること。 

  その他市長が必要と認める事項 

 （立入調査等） 

第８条 市長は、労働者等から前条第５号の申出があったときその他この

条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めると

きは、受注者に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該

職員に当該事業所に立入り、書類の閲覧その他必要な調査をさせること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定による報告若しくは資料の提出又は立入調査の結

果、必要があると認めるときは、受注関係者に対し、必要な報告若しく

は資料の提出を求め、又は当該職員に当該事業所に立入調査をさせるこ

とについて、協力を求めることができる。 

３ 前２項の規定により立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければなら

ない。 
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４ 第１項又は第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解釈してはならない。 

 （是正要求及び是正報告） 

第９条 市長は、前条第１項又は第２項の規定による報告若しくは資料の

提出又は立入調査の結果、受注者又は受注関係者が対象契約において定

められた事項に違反していると認めるときは、当該違反を是正するため

の措置を講ずるよう受注者に求めるものとする。 

２ 受注者は、前項の規定により是正するための措置を講ずるよう求めら

れた場合は、速やかに当該措置を講ずるとともに、その内容を市長が指

定する期日までに市長に報告するものとする。 

 （公表） 

第１０条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則

で定めるところにより公表することができる。 

  第８条第１項若しくは第２項の規定による報告若しくは資料の提出

をせず、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は同条第１項若しくは

第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 

  前条第２項の規定による是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、

又は虚偽の報告をした場合 

 （労働報酬等審議会） 

第１１条 労働報酬下限額等について調査審議するため、市長の附属機関

として、越谷市労働報酬等審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。 

２ 審議会は、委員６人以内で組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

  学識経験者 

  事業者 

  労働者 
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４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場

合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 （委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第６条及び

第１１条並びに附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例は、この条例の施行の日以後に公告、通知等を行う契約又は

指定管理者の選定に係る募集を行う指定管理協定について適用する。 

 （越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正） 

３ 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３６年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  〔次のよう〕略 
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   越谷市公契約条例施行規則 

平成２８年１２月２８日 

規則第１０５号 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、越谷市公契約条例（平成２８年条例第５１号。以下

「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （社会的価値） 

第２条 条例第２条第５号に規定するその他規則で定める社会的価値は、

公契約に係る施策の実施にあたり、配慮されるべき環境保全、障害者雇

用及び安全・安心な市民生活の確保とする。 

 （労働報酬下限額の適用を受けない労働者等） 

第３条 条例第６条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

  最低賃金法（昭和３４年法律第１３７号）第７条の規定の適用を受

ける者 

  工事の請負の契約に係る業務に従事する現場代理人、監理技術者及

び主任技術者 

  対象契約に係る業務に従事する時間が１月当たり３０分未満の者 

 （労働の対価） 

第４条 条例第６条第１項に規定する規則で定める賃金又は請負代金は、

次の各号に掲げる労働者等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

  条例第６条第１項第１号に規定する労働者等のうち、条例第２条第

４号アに該当する者 対象請負契約に係る業務に従事したものとして

支払われる賃金のうち、設計労務単価を構成する基本給相当額、基準

内手当、臨時の給与又は実物給与のいずれかに該当するもの 

  条例第６条第１項第１号に規定する労働者等のうち、条例第２条第

４号イに該当する者 対象請負契約に係る業務に従事するために締結

した請負の契約における請負代金（消費税及び地方消費税に相当する
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額を除く。） 

  条例第６条第１項第２号に規定する労働者等 対象委託契約に係る

業務に従事したものとして支払われる賃金のうち、最低賃金法第４条

第３項各号に掲げる賃金を除いたもの 

 （対象契約の範囲） 

第５条 条例第６条第１項第１号に規定する規則で定める工事の請負の契

約は、予定価格が５０,０００,０００円以上の契約とする。 

２ 条例第６条第１項第２号に規定する規則で定める業務の委託に関する

契約及び指定管理協定は、次に掲げる契約及び指定管理協定とする。 

  予定価格が１０,０００,０００円以上の業務の委託に関する契約の

うち、次に掲げる業務の委託に関する契約 

  ア 建物清掃業務 

  イ 施設運転管理業務 

  ウ 食堂業務 

  エ 放置自転車保管場所管理業務 

  オ 相談支援業務 

  カ 医療事務 

  キ 設備保守管理業務 

  ク 公園、街路樹等の維持管理業務 

  ケ 越谷市立病院院内保育室運営業務 

  コ 越谷市立病院病棟保育業務 

  サ 越谷市立病院警備業務 

  シ 越谷市立病院電話交換業務 

  委託料の上限額が１０,０００,０００円以上の指定管理協定 

３ 前２項に掲げるもののほか、民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号）第２条第４項

に規定する選定事業に係る契約については、前２項の契約に相当する
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契約部分に限り、対象契約として取り扱うものとする。 

４ 前３項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前

３項の契約及び指定管理協定を対象契約としないことができる。 

 （労働報酬下限額の適用） 

第６条 条例第７条第１号の規定による労働報酬下限額以上の労働の対価

の支払いについて、労働の対価が時間以外の期間又は出来高払制その他

の請負制によって定められている労働者等に対する労働報酬下限額の適

用については、最低賃金法施行規則（昭和３４年労働省令第１６号）第

２条の規定を準用する。 

 （履行状況等の報告等） 

第７条 条例第７条第３号の規定による報告は、履行状況等報告書（第１

号様式。以下「報告書」という。）により行うものとし、市長が指定す

る日までに提出するものとする。 

２ 受注者は、前項の報告の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更後

の報告書を市長に提出するものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により受注者から報告書の提出があったときは、

その内容を確認し、契約書とともに当該報告書を保存するものとする。 

 （身分証明書） 

第８条 条例第８条第３項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書

（第２号様式）のとおりとする。 

 （公表） 

第９条 条例第１０条の規定により公表する事項は、次のとおりとする。 

  公契約の件名及び締結年月日 

  受注者又は受注関係者の名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所

の所在地（個人にあっては、氏名及び事務所の所在地） 

  条例第１０条各号の規定に該当する事実の内容 

  前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
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２ 条例第１０条の規定による公表は、次により行うものとする。 

  市役所前掲示場に掲示すること。 

  総務部契約課において閲覧させること。 

  市ホームページに掲載すること。 

３ 前項第２号及び第３号の規定による公表の期間は、次の各号に掲げる

区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、市長が認

める場合は、この限りでない。 

  公表の日において第１項第３号の事実が是正されている場合 当該

公表の日の翌日から起算して１年を経過する日までの期間 

  公表の日において第１項第３号の事実が是正されていない場合 当

該事実が是正されたと認められる日の翌日から起算して１年を経過す

る日までの期間 

 （指名停止措置） 

第１０条 市長は、受注者が条例第１０条各号のいずれかに該当する場合

は、越谷市の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成３０年告示第３４

９号)の規定に基づき、指名停止措置を行うことができる。 

 （審議会の会長及び副会長） 

第１１条 越谷市労働報酬等審議会（以下「審議会」という。）に会長及

び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 （審議会の会議） 

第１２条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席し、かつ、条例第１１条第３項各号に

掲げる委員各１人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

42



の決するところによる。 

４ 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の出席を

求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることが

できる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、必要があると認めるときは、審議会の

議決により、非公開とすることができる。 

 （審議会の委員の守秘義務） 

第１３条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、また、同様とする。 

 （審議会の庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、総務部契約課において処理する。 

 （審議会の運営） 

第１５条 第１１条から前条までに定めるもののほか審議会に関し必要な

事項は、審議会が別に定める。 

 （その他） 

第１６条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、第１１条から

第１５条までの規定は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成３０年規則第５５号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年規則第５５号） 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年規則第６８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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